
船員災害防止協会
[商船船員災害防止規程]

内航タンカー海運組合
[内航タンカー安全指針]

(社)日本中小型造船工業会
[修繕船工事爆発火災防止基準]

港湾労災防止協会
[港湾貨物運送事業労働災害防止規程]

(社)日本海上起重技術協会
[作業船団安全運航指針]

(社)日本埋立浚渫協会
[港湾工事安全施工指針]

安全確保に関する

・第1章 総則
　（安全担当者、作業指揮者）

・第14章 実施確保措置
　（会員への指導、港湾貨物
　運送事業者等関係者への
　周知）

・3-2-1 作業時の服装と点検

・3-2-2 船長確認事項

・3-2-6 安全担当者確認事項

・3-3 乗組員以外の作業員

3.本船保全状況の調査

4.安全衛生に関する本船への
　協力要請

6.船別統括安全衛生管理体制

7.統括安全衛生責任者等の任務

・10条 設備管理者による安全確認

・45条 危険物荷役の通報等（体制
整備）

・288条 規程遵守についての協会の
監察等

条 荷主 船主等 事前連絡等

・2-1-2 複数事業者参加作業
  における統括安全衛生責任
  者(等）(特定元方事業者）

・付資2.安全パトロールチェッ
  クリスト

・付資4.作業船の点検表

・2-1 発注者の義務

・2-2 元方事業者の義務

・2-3 関係請負人の義務

船舶内工務・作業の安全確保に関する関係業界の体制及び教育研修 資 料 ２－(iii) 

安全確保に関する
体制等

(各マニュアルによる)

8.安全衛生連絡調査会議

17.自衛消防隊

18.標識

Ⅷ.船別統括安全衛生管理
　組織図(モデル）

参考6.造船所と本船とのガス
　検定に関する連絡方法

・292条 荷主、船主等の事前連絡等
・付資6.「港湾工事等海上起重
  作業船団長配置要領」

・参資1-4 下請けを含む50人
  以上の作業場所の安全管理
  体制の例

安全確保に関する

・第14章 実施確保措置
　（船員、関係職員への教育）

2-1-4 乗組員への安全教育 20.安全衛生教育の実施 ・第275条～第284条

　雇い入れ時の教育、職長等作業

指揮者の教育 協会が代わって行

・1-3-4 海上起重作業管理
　技士の配置

　
・３-２ 安全衛生教育訓練

安全確保に関する
教育研修等

(各マニュアルによる)

指揮者の教育、協会が代わって行
　う教育、教育担当講師等の研修・
　育成など

・2-2 安全衛生教育・訓練

・参資2.危険予知訓練

教育研修の例

(実施中のもの)

・危険作業登録講習(酸素欠乏)

・危険物等取扱責任者更新講習

・タンカー安全担当者講習会

・上記指針を全船舶、全船主、
　全運航管理者等に配布・
　OJTに活用

・ヒヤリハット事例集を乗船
　前・入渠時研修等に活用

・ISM（任意）に関する研修
（乗船前教育 休暇中船員研

・統括安全衛生責任者講習会
　（当該作業場所で作業をする
　　労働者が５０人未満での安
　　全責任者を含む。）

・新規入構者に対する災害防止
　研修

高年齢者の災害防止研修

（協会を教習機関に登録）

（作業指揮者の育成）
・船内作業主任者技能講習
・酸素欠乏等主任者技能講習
・フォークリフト運転技能講習
・玉掛け技能講習
・揚貨装置運転実技教習

・海上起重技術講習

・海上起重作業管理技士更新
　講習会

・海上起重基幹技能者講習

『海上起重作業管理技士認定
試験 講習テキスト』

・港湾工事安全講習会

・港湾安全管理講習会

『作業船新規入場者のしおり』
－「作業は打合せから」
　「決められた配置、手順」
　「船倉・タンクにいきなり

入らない」（乗船前教育、休暇中船員研
　修、入渠時研修）

・高年齢者の災害防止研修

（作業従事者）
・リスクアセスメント研修
・安全管理者選任時研修

試験・講習テキスト』

『海上起重基幹技能者講習テキ
　スト』

　　入らない」


